
環境厚生常任委員長報告 

（Ｈ２９．９．２９） 

 

環境厚生常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概

要とその結果を報告いたします。 

 

まず、第１号議案、平成２９年度亀岡市一般会計補正予算の本委員

会所管分でありますが、その主な内容は、 

総務費では、マイナンバーカード等への旧姓記載に対応するための

システム改修に伴う戸籍住民基本台帳経費の増額補正、 

民生費では、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、

児童福祉の増進を図ることを目的に支給する児童扶養手当経費の増

額補正、 



衛生費では、くみとり手数料徴収システム機器更新を行うためのし

尿収集経費の増額補正、であります。 

また、債務負担行為については、脱水汚泥等の運搬・処分を計画的

に進めるための経費について設定されております。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

 

 次に、第２号議案、平成２９年度国民健康保険事業 特別会計補正

予算については、国民健康保険の広域化を見据えた電算システム改修

に係る増額補正であります。 

 別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

 

 



 次に、第３号議案、平成２９年度介護保険事業 特別会計補正予算

については、過年度国庫支出金等の精算による返納金等に係る増額補

正であります。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと

決定しました。 

以上、簡単でありますが、本委員会の報告とします。 
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